
 

 

 

 

 

 

 

米沢市学校給食共同調理場整備運営事業 
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１ 本質問回答は、令和５年９月１日(金)から９月５日(火)までに受け付けた米沢市学校給食

共同調理場整備運営事業の入札説明書等に関する質問（２回目）を項目順に整理するととも

に､その回答を付したものです。 

２ 項目・質問の内容は､質問者の記載のとおりとしていますが、記載位置については、市で整

理している場合がありますので注意してください。 

 



(１) 

 

＜ 入札説明書に関する質問回答 ＞ 
 

番号 項 目 頁 第1 1 (1) ① ｱ a) ⅰ) 質 問 回 答 

1 一時金 21 第4 6 (2) ② ｱ   「実際の交付金分、起債分

及び一般財源分」として調

査費、設計費などが列挙さ

れていますが、付帯施設工

事費の次に挙げられている

「その他」は具体的に何を

指しますか。 

ご質問の「その他」につい

ては、様式 27 の「ク 周辺

家屋影響調査・対策」、「ケ 

電波障害調査・対策」、「コ 

近隣対応・対策」、「シ 各

種申請等」の費用が該当し

ます。 

なお、様式 27 の「オ 食器

食缶等調達」、「カ 施設備

品調達・設置」、「サ 所有

移転（引渡し）に係る一

切」、「ス 運営等業務のう

ち開業準備」、「セ その他

費用（選定事業者の開業に

要する諸費用、建中金利、

保険料、資金調達に要する

諸費用、その他施設整備業

務（運営等業務のうち開業

準備業務を含む。）に関し

て初期投資として必要とな

る諸費用）」、「Ｂ 施設整備

業務（運営等業務のうち開

業準備業務を含む。）に係

る金利支払額（割賦元金分

のみ。）」の費用を含まない

ことに留意してください。 

具体的には、入札参加者の

提案内容等により算定され

るものであり、落札者との

基本協定の締結から選定事

業者との仮事業契約の締結

までの間に精査するものと

します。 

2 施設整備業

務に係る金

利支払額の

算定 

22 第4 6 (2) ④ ｲ   8 月 3 日付「入札説明書等

に 関 す る 質 問 回 答 等 」

No.15 において、「・・・た

だし、当該金利スワップレ

ートと同等の算定手法であ

り、一般の金融取引やＰＦ

Ｉ事業において採用されて

いる相当数の実績があるこ

とを確認できる場合であっ

て、かつ、市がこれを認め

る場合には、他の情報サー

まず、本事業における基準

金利の利率に関する考え方

について以下に整理しま

す。 

１入札時（入札書及び提案

書の提出時）に用いる基

準 金 利 の 利 率 は 、

0.596％を使用する。 

２令和８年３月 31日（本施

設の引渡し予定日・初回

の改定時）に用いる基準



(２) 

 

番号 項 目 頁 第1 1 (1) ① ｱ a) ⅰ) 質 問 回 答 

ビス会社が提供する金利ス

ワップレートであってもよ

いものとします。」との回

答がなされておりますが、

同添付資料には「入札時に

用いる基準金利の利率は、

0.596％とします。」とあり

ます。No.15 但書により、

入札時に用いる基準金利と

の整合が図れなくなり、入

札の公正性に支障をきたす

ように思われますが、如何

お考えでしょうか？ 

金利の利率は、引渡し日

の２銀行営業日前（銀行

営業日でない場合は、そ

の 前 銀 行 営 業 日 ） の

Refinitiv（登録商標）

より提供されている午前

10 時 30 分現在の東京ス

ワップレファレンスレー

ト（TONA 参照）として

JPTSRTOA=RFTB に掲示さ

れている TONA ベース 10

年もの（円／円）金利ス

ワップレートとする。 

３令和 18 年３月 31 日（基

準金利の改定日・２回目

の改定時）に用いる基準

金利の利率は、改定日の

２銀行営業日前（銀行営

業日でない場合は、その

前 銀 行 営 業 日 ） の

Refinitiv（登録商標）

より提供されている午前

10 時 30 分現在の東京ス

ワップレファレンスレー

ト（TONA 参照）として

JPTSRTOA=RFTB に掲示さ

れている TONAベース５年

もの（円／円）金利スワ

ップレートとする。 

ご質問の「入札説明書等に

関する質問回答（１回目）

等」の番号 15の回答にある

「ただし、当該金利スワッ

プレートと同等の算定手法

であり、一般の金融取引や

ＰＦＩ事業において採用さ

れている相当数の実績があ

ることを確認できる場合で

あって、かつ、市がこれを

認める場合には、他の情報

サービス会社が提供する金

利スワップレートであって

もよいものとします。」

は、上記２（本施設の引渡

し 予 定 日 ・ 初 回 の 改 定



(３) 

 

番号 項 目 頁 第1 1 (1) ① ｱ a) ⅰ) 質 問 回 答 

時）、３（基準金利の改定

日・２回目の改定時）にお

いて、本来ならば基準金利

の利率として「 Refinitiv

（登録商標）より提供され

ている午前 10 時 30 分現在

の東京スワップレファレン

スレート（TONA 参照）とし

て JPTSRTOA=RFTB に掲示さ

れている TONA ベース 10 年

ものあるいは５年もの（円

／円）金利スワップレー

ト」を使用するところであ

るが、他の情報サービス会

社が提供する金利スワップ

レートを採用する場合にあ

って、そのことを市が認め

る基準（考え方）を示した

ものです。 

3 給食費 27 第4 6 (5) ④ ｴ   市は要請食数に応じて事業

者の給食費（食材費）を徴

収する、とありますが貴市

の給食費をご教示くださ

い。 

米沢市の令和５年度の給食

費は、１食あたり小学校

300円、中学校 354円です。

次年度以降の給食費につい

ては、状況に応じて変更と

なる場合があります。な

お、選定事業者の職員用の

給食費（食材費）は、中学

校と同じとします。また、

当該費用は、本事業におけ

る入札金額とは、何ら関係

ないことに留意してくださ

い。 

4 給食費 27 第4 6 (5) ④ ｴ   配送員や配膳補助員も、各

校での休憩時間中に給食を

喫食することは可能でしょ

うか。 

配送員及び配膳補助員のス

ケジュール並びに配送員等

が喫食する給食の提供方法

等を確認した上で、配膳補

助業務や学校運営に支障を

来たさないと判断した場合

は、休憩時間中に学校での

喫食を可とします。 

 
＜ 様式集に関する質問回答 ＞ 

 

番号 項 目 頁 
様式 
番号 

第 1 1 (1) ① ｱ a) 質 問 回 答 

5 様式に記載 1        第 2 章 4 の(1)に「ア 事業 「太ゴシック」の部分は文



(４) 

 

番号 項 目 頁 
様式 
番号 

第 1 1 (1) ① ｱ a) 質 問 回 答 

する文字列 計画」のように太ゴシック

は内容を変更しないとあり

ます。様式 43のエのように

1 行で収まらないものは、

体裁を整えるため、文意

（趣旨）を変えずに文言を

少し修正してもよろしいで

しょうか。 

意（趣旨）を変えない修正

もしないで、原文のままと

してください。ただし、フ

ォントを「長体」とするこ

とは問題ありません。 

6 様式 17 の体

裁 

2        (4)の②に「米沢市長」と

書くようにとあります。個

人名ではなく「米沢市長」

の表記でよろしいでしょう

か。25 ページには「米沢市

長 中川 勝様」となってい

ます。 

「米沢市長」で問題ありま

せん。 

7 委任状（復

代理人） 

24 16       復代理人が開札に立ち会う

場合、様式 16委任状（復代

理人）は、代表企業欄の押

印箇所と復代理人の押印箇

所の両方に押印して提出す

るという理解で宜しいでし

ょうか。 

入札に関する権限の全部

（入札書を作成する権限と

開札に立ち会う権限）を委

任する場合は、様式 16委任

状（復代理人）に、代表企

業欄及び復代理人欄の両方

とも記名押印のうえ、提出

してください。 

なお、入札に関する権限の

うち、開札に立ち会う権限

のみを委任する場合は、様

式 16委任状（復代理人）の

「入札並びに見積の権限を

委任します。」を「入札書

の開札に立ち会う権限を委

任します。」に修正のう

え、代表企業欄及び復代理

人欄の両方とも記名押印の

うえ、提出してください。 

8 入札書 25 17       復代理人が開札に立ち会う

場合、様式 17入札書は、代

表企業欄の押印箇所と復代

理人の押印箇所の両方に押

印して提出するという理解

で宜しいでしょうか。 

様式 16委任状（復代理人）

により、入札に関する権限

の全部（入札書を作成する

権限と開札に立ち会う権

限）を委任している場合

は、代表企業欄、復代理人

欄の両方に記名押印してく

ださい。 

なお、様式 16委任状（復代

理人）により、入札に関す



(５) 

 

番号 項 目 頁 
様式 
番号 

第 1 1 (1) ① ｱ a) 質 問 回 答 

る権限のうち、開札に立ち

会う権限のみを委任してい

る場合は、代表企業欄は記

名押印し、復代理人欄は空

欄としてください。 

9 入札書 25 17       様式集 P2に「任意の封筒に

入れ封印のうえ」とありま

すが。復代理人が開札に立

ち会う場合、封印は代表者

と復代理人どちらの印を押

印すれば宜しいでしょう

か。 

様式 16委任状（復代理人）

により、入札に関する権限

の全部（入札書を作成する

権限と開札に立ち会う権

限）を委任している場合

は、復代理人使用印として

ください。 

なお、様式 16委任状（復代

理人）により、入札に関す

る権限のうち、開札に立ち

会う権限のみを委任してい

る場合は、代表企業の代表

者印としてください。 

10 「ウ 建設業

務及び関連

業務」の内

訳 

38 28       様式 28 の本体工事の内訳

に、「調理設備工事」「食器

食缶等調達」「施設備品調

達」の項目があり、様式 27

のエ、オ、カと重複してい

ます。様式 27のエ、オ、カ

にそれぞれの金額を記載

し、様式 28の「調理設備工

事」「食器食缶等調達」「施

設備品調達」を空欄として

よろしいでしょうか。 

様式 28 の本体工事のうち

「調理設備工事」、「食器食

缶等調達」、「施設備品調

達」を削除し、当該費用

は、様式 27 の「エ 調理設

備調達・設置」、「オ 食器

食缶等調達」、「カ 施設備

品調達・設置」にそれぞれ

記載してください。 

11 「ウ 建設業

務及び関連

業務」の内

訳 

38 28       様式 27 の「ウ 建設業務及

び関連業務」の内訳が様式

28 という意味でしょうか。 

ご理解のとおりです。番号

10 への回答も参照してくだ

さい。 

12 「ア 事前調

査業務及び

関連業務」

とは 

37 27       「ア 事前調査業務及び関

連関連業務」とあり、「ク 

周辺家屋影響調査・対策業

務」「ケ 電波障害調査・対

策業務」と別項になってい

ます。アの事前調査にはク

やケは除いた額を記入すれ

ばよいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

 
＜ 要求水準書に関する質問回答 ＞ 

 



(６) 

 

番号 項 目 頁 第1 1 (1) ① ｱ a) ⅰ) 質 問 回 答 

13 主要諸室に

ついて 

15 第2 3 (5)     荷受室が給食エリア＜汚染

作業区域＞と＜その他区域

＞に記載されています。汚

染作業区域を正と考えてよ

ろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。ご質

問の荷受室は、給食エリア

（汚染作業区域）に区分さ

れます。なお、「非汚染作

業区域前室荷受室」を「非

汚染作業区域前室」に修正

します。 

14 主な設備に

ついて 

18 第2 3 (7) ① ｶ a)  主な設備/洗浄機等のスペ

ック、台数に関して同等の

性能が確保できるのであれ

ば器具洗浄機同様に選定事

業者の提案によるとしてい

ただけないでしょうか。 

ご質問の「主な設備／食缶

洗浄機等」については、要

求水準書第２ ､５ ､ (4)の

「③ 洗浄・消毒・保管の

機器」において、市が要求

する水準を規定しています

ので、当該要求水準を満た

すことを前提とし、選定事

業者の提案によるものとし

ます。なお、台数について

の規定はありません。 

15 事業者職員

用更衣室 

21 第2 3 (7) ④ ｶ b)  事業者事務職員が調理員と

兼務する場合、事務職員が

調理員用更衣室を利用する

ものとし、事務職員更衣室

は不要としてもよろしいで

しょうか。 

事務職員のすべてが調理従

事者と同レベルの衛生管理

（検便、手洗い等）を実施

していることを条件とし、

可とします。 

16 アレルギー

対応食 

62 第4 3 (2) ⑥    現在学校でアレルギー対応

されている児童生徒は何名

でしょうか。また、現在対

応されている品目について

ご教示ください。 

現在、小学校では、除去食

または一部弁当持参、中学

校では、生徒自身が除去ま

たは一部弁当持参としてい

ます。 

アレルギー対応食を提供す

る児童生徒数は変動します

が、共同調理場では、要求

水準書のとおり、14 品目、

１日 50食程度と考えていま

す。 

17 配膳補助等

業務 

69 第4 6 (2) ②    （仮称）南西中学校の配膳

方法について、添付資料 9

にコンテナを昇降機で運搬

する絵が図示されておりま

す。２、３階はコンテナか

らの配膳との理解でよろし

いでしょうか。 

１階配膳室前にワゴンスペ

ースを設定し、１階で配膳

ワゴンに食器・食缶等を載

せ替えたうえで、各階まで

運搬することとします。 

 
＜ 要求水準書・添付資料に関する質問回答 ＞ 

 



(７) 

 

番号 項 目 
資料 
番号 

○○ 
枚目 

上中 
下段 

－ － － － － 質 問 回 答 

18 ワゴン（2 ク

ラス）の仕

様について 

7        各中学校で使用する配膳ワ

ゴン（2 クラス）は扉無し

でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。な

お、配膳ワゴンの大きさに

ついては、入札説明書等に

関する質問回答（１回目）

の番号 123 への回答のとお

り、選定事業者の提案によ

るものとします。 

19 南西中の配

膳ワゴンに

ついて 

7 

9 

       添付資料 9 の南西中の昇降

機平面断面イメージ図で

は、昇降機内に 4 クラスコ

ンテナと表記されてます。

4 クラスコンテナが乗る昇

降機を設置予定であれば、

2 クラス用配膳ワゴンにわ

ざわざ載せ替える必要が無

いと思います。一方、資料

7 の南西中は 2 階に「ワゴ

ン（2 年・級外）」、3 階に

「ワゴン（3 年）」との記述

があります。共同調理場か

ら届いたコンテナを配膳ワ

ゴン（2 クラス用）に移し

替え、2～3 階へ上げる運用

が資料 7 からは想定され、

資料 9 と矛盾しないでしょ

うか。 

ご質問の前段について、添

付資料９は、想定している

昇降機が４クラス分コンテ

ナが積載可能な大きさであ

ることを示しており、配膳

方法を示した資料ではあり

ません。 

ご質問の後段について、番

号 17への回答を参照してく

ださい。 

20 配送校の現

況 1 

7        各配送校および各階それぞ

れの、配膳学級数をご教示

ください。 

年度によって各階の学年が

変わることも想定されます

が、令和５年現在の各階の

学年と令和８年度のクラス

数を記載します。 

○第一中学校（R11～（仮

称）東中学校・各階の学年

については検討中） 

１階 ５クラス 

級外等１クラス 

２階 ５クラス 

級外等１クラス 

３階 ６クラス 

○（仮称）北中学校 

１階 級外等１クラス 

２階 ３年６クラス 

級外等１クラス 

３階 １年５クラス 



(８) 

 

番号 項 目 
資料 
番号 

○○ 
枚目 

上中 
下段 

－ － － － － 質 問 回 答 

４階 ２年６クラス 

○（仮称）南西中学校 

１階 １年７クラス 

級外等１クラス 

２階 ２年６クラス 

級外等１クラス 

３階 ３年８クラス 

21 配送校の現

況 1 

7        各配送校および各階それぞ

れに、ワゴン待機スペース

が指定されておりますが、

具体的な場所については、

事業契約締結後に別途貴市

と協議させていただけます

でしょうか。 

ご理解のとおりです。具体

的な配膳ワゴンスペースに

ついては、市と選定事業者

で協議のうえ、定めるもの

とします。 

22 配送校の現

況 1 

7        各配送校にて想定のワゴン

数を示されておられます

が、各配送校一階に配置さ

れている学級分の配膳につ

いてはコンテナを棚として

利用することでワゴンを使

用しないオペレーションと

する運用方法を相談のうえ

変更することは可能でしょ

うか。今後学校統合や児童

生徒数の減少が見込まれる

ため、より運営備品を合理

的に使用していきたいと考

えております。 

生徒・児童が、食器・食缶

を配膳室で取り出し・返却

を行う場合は、当該食器・

食缶の取り出し及び返却が

安全かつ容易に行えること

を前提とし、コンテナを棚

として利用することも可と

します。 

なお、各学校での取り扱い

については以下のとおりと

します。 

○第一中学校（R11～（仮

称）東中学校） 

１階の生徒等は配膳室で給

食を受け取るため、１階用

の配膳ワゴンについては、

事業者の提案によることと

します。 

また、１階の級外分につい

ても配膳室で受け取るた

め、要求水準書添付資料７

に記載の 1 階事務室前ワゴ

ンスペースは不要としま

す。 

○第七中学校 

全ての階の生徒等が配膳室

で給食を受け取るため、配

膳ワゴンの使用について

は、事業者の提案によるこ

ととします。 



(９) 

 

番号 項 目 
資料 
番号 

○○ 
枚目 

上中 
下段 

－ － － － － 質 問 回 答 

○（仮称）北中学校 

１階、２階の生徒等は配膳

室で給食を受け取るため、

１階、２階用の配膳ワゴン

の使用については、事業者

の提案によることとしま

す。 

○（仮称）南西中学校 

１階の生徒等は配膳室で給

食を受け取るため、１階用

の配膳ワゴンの使用につい

ては、事業者の提案による

こととします。 

 
＜ 落札者決定基準に関する質問回答 ＞ 

 
なし 

 
＜ 基本協定書（案）に関する質問回答 ＞ 

 
なし 

 
＜ 仮事業契約書（案）に関する質問回答 ＞ 

 

番号 項 目 頁 章 節 条 項 号 
別紙 
番号 

－ 質 問 回 答 

23 定義 7 1  1 1 35 

36 

  第１条（３５）・（３６）の

定義によれば、「法令」に

は狭義の法令（法律・命

令・条例等）のみならず、

通達・行政指導・ガイドラ

インや、「その他公的機関

の定める一切の規定、判

断・措置等」が含まれ、こ

れらの変更は「法令変更」

に該当すると解釈できると

思われます。しかし、通達

や行政指導ましてや公的機

関の「判断」まで「法令」

に含めることは一般的では

ありませんし、同様に、こ

れらの変更があった場合を

「法令変更」に含めること

も一般的ではないと認識し

ています。また、事業契約

上定められている「法令変

更」による効果（本契約の

解除（第 87 条）、別紙 10 に

従った負担割合（法令変更

原案のとおりとします。 

本事業を実施するにあたっ

ては、法律・命令・条例・

政令・省令・規則のみなら

ず、通達・行政指導・ガイ

ドラインや公的機関の定め

る一切の規定・判断・措置

等の変更が影響してくるこ

とが想定されます。 

なお、ご質問では、法令変

更による追加費用は、原則

として事業者が 100%負担す

るため、事業者にとって不

利だとお考えのようです

が、本事業に直接関係する

法令変更により生じた追加

費用については、市が 100%

負担すると別紙 10 にて規

定されています。仮に、ご

質問での要請に従って「法

令」及び「法令変更」の定

義を修正した場合、本事業

に直接関係する通達・行政

指導・ガイドライン及びそ

の他公的機関の定める一切



(１０) 

 

番号 項 目 頁 章 節 条 項 号 
別紙 
番号 

－ 質 問 回 答 

に よ る 追 加 費 用 は 原 則

100％事業者負担）等）に

照らしても、「法令」に通

達等や「判断」等までが含

まれることには合理性が無

いと思われます。そこで、

以下の修正提案①または②

の修正をご検討頂けないで

しょうか。 

■修正提案①：第１条（３

５）のうち、アンダーライ

ン部分を削除する 

「法令」とは、法律・命

令・条例・政令・省令・規

則、又は通達・行政指導・

ガイドライン、又は裁判所

の判決・決定・命令・仲裁

判断、又はその他公的機関

の定める一切の規定・判

断・措置等をいう。 

■修正提案②：第１条（３

６）に、アンダーライン部

分の追記をする。 

「法令変更」とは、本事業

の事業者選定手続に係る入

札公告日より後に施行され

又は効力を生じた、法令

（ただし、通達・行政指

導・ガイドライン及びその

他公的機関の定める一切の

規定・判断・措置等を除

く。）の制定、改正又は廃

止等をいう。ただし、入札

公告日において既にその内

容が公布、公表又は公開さ

れていたことにより、民間

事業者グループがその内容

を踏まえて入札書等及び提

案書を作成し、提出するこ

とができたものを除く。 

の規定・判断・措置等の変

更により生じた追加費用に

ついては、別紙 10 が適用

されない結果、事業者にと

って不利な結果になること

も想定されます。 

24 事業者によ

る維持管理

業務及び運

営業務の体

15 4 4 28 2    第 28 条 2 項によれば、事業

者は、自らの費用及び負担

において、市の職員等に必

要な範囲の維持管理業務及

事業者のみの判断で決定す

ることはできません。市と

事業者が、事業者提案に基

づき協議し、研修の要否及



(１１) 

 

番号 項 目 頁 章 節 条 項 号 
別紙 
番号 

－ 質 問 回 答 

制整備 び運営業務に関する研修を

行う必要がありますが、研

修の要否及びその内容につ

いては、事業者の判断で決

定できるとの理解で良いで

しょうか。 

びその内容について決定す

るものとします。 

25 開業準備業

務 

24 5 3 59 4    第 59 条の 4 項として、以下

の追記をお願いできません

でしょうか。 

「市は、第２項及び第３項

の承諾を合理的な理由なく

留保または拒絶することは

できない。」 

原案のとおりとします。た

だし、ご質問のとおり、市

は、合理的な理由なく第 59

条第２項及び第３項に係る

承諾を留保又は拒絶するこ

とはありません。 

26 調理等業務

の概要 

25 5 3 61 1    第 61 条第 1 項に、以下の追

記をお願いできませんでし

ょうか。 

「市は、合理的な理由なく

承認を留保または拒絶する

ことはできない。」 

原案のとおりとします。た

だし、ご指摘のとおり、市

は、合理的な理由なく第 61

条第１項に係る承認を留保

又は拒絶することはありま

せん。 

27 食中毒等 25 5 3 62 1    第１条で定める「法令」の

定義が広く、法的拘束力の

ない「判断」等が含まれて

いるため、第 62 条第 1 項

に、以下の追記をお願いで

きませんでしょうか。 

「ただし、公的機関の判断

その他法的拘束力のないも

のについては、合理的なも

のに限る。」 

原案のとおりとします。事

業者は「法令」を遵守する

必要があります。事業者

が、「法令」の法的拘束力

や合理性の有無について独

自に判断し、遵守しないと

決定することはできませ

ん。 

28 事業者の債

務不履行 

29 7 2 74 2 (8) ｓ  「別紙 9 に定める本契約の

解除条件」とありますが、

別紙 9 は「モニタリング及

びサービス対価の減額の基

準と方法等」という表題で

入札説明書や要求水準書に

紐づけられております。入

札説明書 38 頁第 5、5、

（4）、⑦の「事業契約の解

除等」が該当箇所と理解し

て宜しいでしょうか。 

ご理解のとおりです。入札

説明書第５､５と同様の内

容が別紙９に記載されるた

め、「事業契約の解除等」

の項目も別紙９にて定めら

れます。 

 
＜ その他に関する質問回答 ＞ 

 



(１２) 

 

番号 項 目 質問箇所 質 問 回 答 

29 測量データ  計画地および周辺の測量デ

ータ（CAD データ）がござ

いましたら提供していただ

くことは可能でしょうか。 

計画地及び周辺の測量デー

タについて、提供可能なＣ

ＡＤデータはありません

が、座標データが示された

求積図（PDF）は提供可能

ですので、必要な場合は、

本事業に関する窓口まで連

絡してください。 

30 リスク分担

表（実施方

針等に関す

る 質 問 回

答） 

実施方針等に関する質問回

答 No28 

令和 5 年 6 月 19 日公表の実

施方針等に関する質問回

答・意見等の No28、需要の

変動リスク（食べ残し等に

よる残渣等の変動）につい

ての回答で「入札説明書等

において公表します」とあ

ります。具体的な事業者に

どのようなリスクが想定さ

れるかごご教示ください。 

仮事業契約書（案）第 104

条（解釈）を適用し、その

都度、市及び事業者が誠実

に協議のうえ、これを定め

るものとします。 

31 配膳補助業

務（実施方

針等に関す

る 質 問 回

答） 

実施方針等に関する質問回

答 No145 

令和 5 年 6 月 19 日公表の実

施方針等に関する質問回

答・意見等の No145、各配

送校の給食時間の回答につ

いて、基本構想・基本計画

に記載の給食時間に則り、

各校 13：15には生徒が食器

食缶の載ったワゴンを配膳

室もしくは各階の所定の返

却スペースに返却している

状態であることを確認させ

てください。 

学校により時間が異なりま

すが、13：30 にはすべての

学校において食器食缶の返

却が完了していることを想

定しています。 

以上 

※ 本質問回答等に伴う「入札説明書等」の変更版は公表しませんが、事業の実施に当たっては、市

及び選定事業者が確認・協議のうえ変更版を作成し、当該変更版に基づいて本事業を実施するもの

とします。 

 


